
 

 

 

 

 

 

 

 

 

安倍首相の常軌逸した相次ぐ改憲発言 

九条の会が抗議アピール 
 
九条の会は 2月 8日、国会内で記者会見を行い、「九条の会緊急アピール 安倍首相の九条明文

改憲発言に抗議する」を発表しました。【全文別項】 

安倍首相は衆議院予算委員会で連日憲法への攻撃を加えるだけでなく、憲法 9条 2項を改訂し、

「国防軍」の設置を言及しました。現役総理大臣の憲法 9条への攻撃は初めてのことであり、安倍

首相の憲法改悪への異常な執念を見せています。 

事態を重視した九条の会は急きょ記者会見をおこなったものです。記者会見には呼びかけ人の澤

地久枝さん、事務局の小森陽一さん、渡辺治さん、小澤隆一さん、川村俊夫さんが出席しました。 

 

 

【九条の会緊急アピール全文】 

 

九条の会の会緊急記者会見アピール 
 

安倍首相の九条明文改憲発言に抗議する 
 
安倍晋三首相は、２月３日と４日と５日の連日、衆議院予算委員会の審議において、戦力の不保

持を定めた憲法９条２項の改定に言及しました。その際に、「７割の憲法学者が自衛隊に憲法違反

の疑いをもっている状況をなくすべきだ」という逆立ちした我田引水の理屈や、「占領時代につく

られた憲法で、時代にそぐわない」という相も変わらぬ「押しつけ憲法」論などを理由に挙げまし

た。これらは、同首相が、憲法 9条の意義を正面から否定する考えの持ち主であることを公言する

ものに他なりません。 

昨年９月、政府・与党は、多くの国民の反対の声を押し切って、日本国憲法がよって立つ立憲主

義をくつがえし、民主主義をかなぐり捨てて、９条の平和主義を破壊する戦争法（安保関連法）案

の採決を強行しました。この時は、「集団的自衛権の限定行使は合憲」、「現行憲法の範囲内の法案」

などと、従来の政府見解さえからも逸脱する答弁で逃げ回りました。ところが今度は、そうした解

釈変更と法律制定による憲法破壊に加えて、明文改憲の主張を公然とするに至ったのです。それは、

有事における首相の権限強化や国民の権利制限のための「緊急事態条項」創設の主張にも如実に現

れています。 

私たち九条の会は、自らの憲法尊重擁護義務をまったくわきまえないこうした一連の安倍首相の

明文改憲発言に断固抗議します。２００７年、９条改憲を公言した第１次安倍政権を退陣に追い込

んだ世論の高揚の再現をめざして、戦争法を廃止し、憲法９条を守りぬくこと、そのために、一人

ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えます。 

2016年２月８日 
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